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規 則

高知県流域下水道条例の一部を改正する条例の施行の日を定め

る規則をここに公布する。

令和 3年10月30日

高知県知事　濵田　省司

高知県規則第65号

高知県流域下水道条例の一部を改正する条例の施行の日

を定める規則

高知県流域下水道条例の一部を改正する条例（令和 3年高知県

条例第42号）附則の規定に基づき、同条例の施行の日は、令和 3

年11月 1日とする。
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